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１  はじめに  

 

  指定管理者制度は、地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律

第８１号）の施行に伴い、公の施設の管理を出資法人等に限定して委託す

ることが可能であった管理委託制度に代わり、公の施設の管理への民間

活力の導入を主たる目的として創設されました。  

  本市では、平成１７年に指定管理者制度の導入方針として「公の施設の

管理・運営方針」を定めるとともに、「日進市公の施設に係る指定管理者

の指定手続等に関する条例」（平成１７年日進市条例第１８号。以下「手

続等条例」という。）及び「日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続

等に関する条例施行規則」（平成１７年日進市規則第４３号。以下「手続

等規則」という。）を制定し、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事

項を定め、平成１８年４月から管理委託制度を採用していた施設等につ

いて、指定管理者制度に移行しました。以来順次、指定管理者制度の導入

を進め、制度の趣旨を踏まえた運用を行い、市民サービスの向上に努めて

きました。  

  平成２２年１２月には国から各自治体に対して、指定管理者制度の運

用について、幅広く地方公共団体の実情に応じて運用するよう通知され

たこともあり、平成２４年３月に「指定管理者制度に関する基本方針」と

して内容を改めました。  

  平成２８年４月には、指定管理者制度を導入してから１０年が経過す

ることになります。制度導入により事業の充実や経費の節減等など一定

の効果を得ましたが、導入施設数が増加する一方で、留意すべき点も明ら

かになってきたため、このたび「指定管理者制度に関する基本方針」を再

度改めました。  

  指定管理者制度によって、施設の利用者の満足度、利用率の向上及び安

全の確保を図るとともに、経費の節減等を図るため、民間のノウハウを最

大限活用し、効率的に施設を管理運営する必要があります。  

  今回の改定は、指定管理者制度の意義を踏まえ、制度導入の可能性や手

続などについて、全庁的な共通理解と円滑な推進を図るために行います

が、今後も継続的に検証を行い、必要に応じて適宜見直しを図ることとし

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

１  はじめに  

 

  指定管理者制度は、公の施設の管理において民間活力の導入を主たる目

的として、地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）

の施行により創設されました。  

  本市では、平成１７年に指定管理者制度の導入方針として「公の施設の

管理・運営方針」を定めるとともに、「日進市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例」（平成１７年日進市条例第１８号。以下「手続等

条例」という。）及び「日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関

する条例施行規則」（平成１７年日進市規則第４３号。以下「手続等規則」

という。）を制定し、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定め、

平成１８年４月から管理委託制度を採用していた施設等を指定管理者制度

に移行しました。  

  以来、市内の公の施設に指定管理者制度の導入を進めていますが、平成

２２年１２月に国から指定管理者制度の運用について、幅広く地方公共団

体の実情に応じて運用するよう通知されたことなどから、平成２４年３月

に「公の施設の管理・運営方針」を「指定管理者制度に関する基本方針」

（以下「基本方針」という。）として内容を改め、その後、平成２８年３月

に更なる改定を行っています。  

  今回、人口減少社会の到来による人的資源の減少、新型コロナウイルス

感染症による施設の管理・運営方法の見直し、燃料費の高騰による物価の

高騰など、指定管理者制度を取り巻く環境が大きく変化している状況を踏

まえ、基本方針の改訂を行うものです。  

 

 

 

 

 

  今回の改定により、指定管理者制度の意義を踏まえ、制度導入の可能性

や手続などについて、全庁的な共通理解と円滑な推進を図るとともに、今

後も継続的に制度運用の検証を行い、必要に応じて適宜見直しを図ってい

きます。  
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２  指定管理者制度とは  

 

（１）制度の概要  

   指定管理者制度は、普通地方公共団体が指定する法人その他の団体

（以下「指定管理者」という。）に、公の施設の管理を行わせる制度で

す。  

 

 

 

 

 

（２）制度の目的  

   指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に

対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、市民サービ

スの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的に導入され

ました。  

   この制度の活用により、地域の振興及び活性化並びに行政改革の推

進効果等が期待できます。  

 

 

 

（３）公の施設  

   「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に

供するために普通地方公共団体が設ける施設をいい、法律又はこれに

基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及び

その管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならないとされ

ています。  

 

（４）管理委託制度との比較  

 
管理委託制度  

（現在は廃止）  
指定管理者制度  

受託主体  

公共団体、公共的団

体、政令で定める出資

法人（１／２以上出資

等）に限定。  

法人その他の団体  

※法人格は必ずしも必

要ではない。ただし、

個人は不可。  

２  指定管理者制度とは  

 

（１）制度の概要  

   指定管理者制度は、普通地方公共団体が指定する法人その他の団体（以

下「法人等」という。）に、公の施設の管理を行わせる制度です。  

   制度の運用については、平成２２年の国通知において、最も適切なサ

ービス提供者を指定する制度趣旨から、単なる価格競争による入札とは

異なることや、サービス提供者を民間事業者等から幅広く求めること、

指定管理者の労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮に留意す

ることなどの留意事項が助言されています。  

 

（２）制度の目的  

   指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供

するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハ

ウを活用することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、

施設の設置の目的を効果的に達成するため設けられたものです。  

   指定管理者制度を導入することにより、民間事業者等の運営ノウハウ

などを施設運営に生かすことができ、サービス満足度の向上、利用者数

の増加、経費の縮減が見込まれ、施設の運営費用の軽減や費用対効果の

向上等、トータルコストの軽減が期待できるという側面があります。  

 

（３）公の施設  

   「公の施設」とは、住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に

供するために普通地方公共団体が設ける施設をいい、法律又はこれに基

づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその

管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならないとされていま

す。  

 

（４）管理委託制度との比較  

 
管理委託制度  

（現在は廃止）  
指定管理者制度  

受託主体  

公共団体、公共的団体、

政令で定める出資法人

（１／２以上出資等）

に限定。  

法人等  

※法人格は必ずしも必

要ではない。ただし、個

人は不可。  
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法的性格  

「公法上の契約関係」  

条例を根拠として締結

される契約に基づく具

体的な管理の事務又は

業務の執行の委託。  

「管理代行」  

指定（行政処分の一

種）により公の施設の

管理権限の指定を受け

た者に委任する。  

公の施設の  

管理権限  

設置者たる地方公共団

体が有する。  

指定管理者が有する。  

※「管理の基準」、「業

務の範囲」は条例で定

める。  

 

施設の  

使用許可  
受託者はできない。  

「業務の範囲」として

条例に規定することに

より、指定管理者が行

うことができる。  

基本的な利用  

条件の設定  
受託者はできない。  

「管理の基準」として

条例に規定することを

要し、指定管理者はで

きない。  

使用料の強制徴

収、行政財産の

目的外使用許

可、不服申立て

に対する決定  

受託者はできない。  
指定管理者は  

できない。  

公の施設の設置

者としての責任  
地方公共団体が有する。  

利用料金制  採ることができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法的性格  

「公法上の契約関係」  

条例を根拠として締結

される契約に基づく具

体的な管理の事務又は

業務の執行の委託。  

「管理代行」  

指定（行政処分の一種）

により公の施設の管理

権限の指定を受けた者

に委任する。  

公の施設の  

管理権限  

設置者たる地方公共団

体が有する。  

指定管理者が有する。  

※「管理の基準」、「業務

の範囲」は条例で定め

る。  

 

施設の  

使用許可  
受託者はできない。  

「業務の範囲」として

条例に規定することに

より、指定管理者が行

うことができる。  

基本的な利用  

条件の設定  
受託者はできない。  

「管理の基準」として

条例に規定することを

要し、指定管理者はで

きない。  

使用料の強制徴

収、行政財産の目

的外使用許可、不

服申立てに対する

決定  

受託者はできない。  
指定管理者は  

できない。  

公の施設の設置者

としての責任  
地方公共団体が有する。  

利用料金制  採ることができる。  
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３  指定管理者制度導入にあたっての考え方  

 

  指定管理者制度の導入の検討にあたっては、まず公の施設の設置目的

に照らして適切な管理運営がなされているのか、その施設を利用するこ

と に よ っ て 市 民 の 福 祉 を 増 進 す る こ と に 寄 与 し て い る の か を 検 証 し ま

す。その結果、所期の目的を達していない施設、公の施設としての機能が

実質的に失われている施設又は市が管理する必要性が薄れている施設に

ついては廃止や民間譲渡を含めて柔軟に対応します。  

  次に、公の施設を指定管理者に管理させるのか、市が直営で管理してい

くのかについての検討は、制度の目的を踏まえつつ、制度を導入しようと

する当該公の施設の設置目的、利用の態様、特性等を考慮し判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）指定管理者による管理か直営かの判断基準  

   本市において、指定管理者による管理か直営かの判断基準は、原則と

して次のとおりとします。  

指 定 管 理 者 が 管

理 す る こ と が 望

ましい施設  

ア  団体等が管理することにより、利用者ニー

ズにあった開館日、開館時間の拡大等サービ

スの向上や民間のノウハウの活用が期待でき

る施設  

イ  団体等が管理することにより、経費の節減

等が見込まれる施設  

 

ウ  同様・類似サービスを提供する民間事業者

が存在する施設  

エ  使用料・利用料等により運営を行う収益的

施設  

直 営 で 管 理 し な ア  法令により管理が地方公共団体に限定され

３  指定管理者制度導入にあたっての考え方  

 

  指定管理者制度の導入については、基本方針の改定に伴い、すべての公

の施設を対象に改めて検証を行います。  

  第３次日進市経営改革プランにおける公民連携の推進に基づき、図書館

や福祉会館、公園等、指定管理制度を導入していない公の施設については、

民間資源やノウハウの有効活用を図ることで、住民サービスの質の向上を

図ることが可能か検討を進めます。  

  また、すでに指定管理者制度を導入している施設については、現状の内

容が施設の設置目的に照らして効果的・効率的に運営され、住民サービス

の質の向上に寄与しているか検証します。  

  検証等の結果、施設の管理運営にかかるトータルコストの軽減等を踏ま

え、より効果の高い手法の導入や内容の見直しを行うものとします。  

  また、所期の目的を達していない施設、公の施設としての機能が実質的

に失われている施設又は市が管理する必要性が薄れている施設等（施設内

の一部機能を含む。）は廃止や民間譲渡を含めた柔軟な対応を図ります。  

  なお、公の施設において、介護保険制度や障害者自立支援法等の事業で、

その運営費用等を国給付等により直接賄う事業については、地域の民間事

業者と競合する事業であることから、指定管理者が自主的な事業選択がで

きるよう、原則、自主事業として実施するものとします。ただし、市内や

周辺自治体においてサービス提供する事業者等がなく、行政が直接サービ

ス提供しなければならない特別な理由がある場合は除くものとします。  

 

（１）指定管理者による管理か直営かの判断基準  

   本市において、指定管理者による管理か直営かの判断基準は、原則と

して次のとおりとします。  

指 定 管 理 者 が 管 理

す る こ と が 望 ま し

い施設  

ア  法人等が管理することにより、利用者ニー

ズにあった開館日、開館時間の拡大等サービ

スの向上や民間のノウハウの活用が期待でき

る施設  

イ  法人等が管理することにより、施設の管理

運営にかかるトータルコストの軽減等が見込

まれる施設  

ウ  同様・類似サービスを提供する民間事業者

が存在する施設  

エ  使用料・利用料等により運営を行う収益的

施設  

直 営 で 管 理 し な け ア  法令により管理が地方公共団体に限定され
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け れ ば な ら な い

施 設 又 は 直 営 で

の 管 理 が 望 ま し

い施設  

ている施設  

イ  特に重要なサービスを提供する施設で、市

が責任を持って直接サービスを提供する必要

がある施設  

ウ  高度な中立性や厳格な個人情報管理を求め

られる施設  

エ  直営の方が安価であることを客観的に証明

できる施設  

オ  職員の従事する割合が低く、主に業務委託

で対応できる施設  

 

 

 

（２）公募か非公募かの判断基準  

   様々な団体等から指定管理者として最適な団体等を選定するため、

指定管理者の募集は原則として公募するものとします。  

   ただし、施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると市長等

が認めるときは公募によらないことができます。  

   また、公募によらない場合はその具体的な理由を公表するものとし

ます。  

公募によらない選定理由（手続等規則第２条第１項）  

ア  専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観

的に特定されること。  

イ  地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度

期待できること。  

ウ  現に管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行

っている公の施設にあっては、当該施設を管理しているも

のが引き続き管理を行うことにより、当該施設に係る安定

した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待でき

ること。  

 

（３）効率的な管理運営  

   類似施設及び立地場所が隣接する施設等については、一括で指定管

理者を募集することによって効率的な管理運営が可能となり、経費の

節減等が出来ないか検討します。  

 

 

 

れ ば な ら な い 施 設

又 は 直 営 で の 管 理

が望ましい施設  

ている施設  

イ  特に重要なサービスを提供する施設で、市

が責任を持って直接サービスを提供する必要

がある施設  

ウ  高度な中立性や厳格な個人情報管理を求め

られる施設  

エ  直営の方が安価であることを客観的に証明

できる施設  

オ  職員の従事する割合が低く、主に業務委託

で対応できる施設  

   なお、これはあくまでも基本的な考え方を例示したものであり、具体

的には個々の施設ごとに詳細に検討する必要があります。  

 

（２）公募か非公募かの判断基準  

   法人等を選定するため、指定管理者の募集は原則公募するものとしま

す。  

   ただし、施設の機能、性質等を考慮し、合理的な理由があると市長等

が認めるときは公募によらないことができます。  

   また、公募によらない場合は、その具体的な理由を公表するものとし

ます。  

公募によらない選定理由（手続等規則第２条第１項）  

ア  専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観

的に特定されること。  

イ  地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度

期待できること。  

ウ  現に管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行

っている公の施設にあっては、当該施設を管理しているも

のが引き続き管理を行うことにより、当該施設に係る安定

した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待でき

ること。  

 

（３）効率的な管理運営  

   類似施設及び立地場所が隣接する施設等については、一括で指定管理

者を募集することによって効率的な管理運営が可能となるため、新たに

指定管理者制度を導入又は更新する場合に、施設の管理運営にかかるト

ータルコストの軽減等を踏まえ、最も効率的な管理運営ができるよう適

切な仕様や適用範囲等の検証を行うものとします。  

   検証にあたっては、公民連携の推進を図るため、設置目的やサービス
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（４）業務の範囲  

   指定管理者の行う業務の範囲は、原則として次のとおりとします。  

指定管理者の行う業務の範囲（施設の設置及び管理に関する

条例）  

ア  施設の日常的な管理運営に関する業務  

イ  施設の小規模修繕、設備の小規模修繕、設備の保守管理

等施設を適正に維持するための業務  

ウ  施設の使用許可に関する業務  

エ  自主事業の企画及び実施に関する業務  

 

（５）指定管理料  

   指定管理業務が適正に執行されているならば、指定管理料に余剰が

生じても、それは経営努力として評価することができます。  

   指定管理料は修繕費や減免利用者分の利用料金を除き、原則として

精算を行わないことから、業務の実施に必要な経費に過不足が生じる

ことがないよう、指定管理料の積算等については厳密に行います。  

 

   ただし、新設の施設においては、初年度の光熱水費等の維持管理経費

や施設利用者等についての予測が困難なため、初年度は、全ての項目を

精算の対象にするとともに、次年度の協定に必要な修正を加えるもの

とします。  

   また、指定管理者と協議し、精算について個別に基本協定書で定める

ことは差し支えありません。  

   指定期間中に、事業計画の変更、自然災害の発生、法令等の変更その

他やむを得ない事由により当初合意された指定管理料を見直す必要性

提供機能等を考慮し、ＰＦＩ等の適用を踏まえ、住民サービスの向上に

より効果的な方法について検証するものとします。  

   また、指定管理施設の利用率や稼働率が低い場合等においては、設置

目的等を優先した上で、空き時間の目的外使用を認めるなど、最大限施

設の有効活用を図ります。  

   さらに、指定管理制度を導入した公の施設又は施設の機能について、

次の事項に該当する場合は、管理方法等の見直しを行うものとします。  

  ア  設置目的やサービス提供機能が類似する民間施設等が複数存在する

場合  

  イ  提供する住民サービスが行政による先導的役割を終えている場合  

  ウ  制度の改正や指定管理者等の対応力の向上等により譲渡可能な場合  

  エ  設置から一定年数を経過し、かつ施設利用率の低い場合  

 

（４）業務の範囲  

   指定管理者の行う業務の範囲は、原則として次のとおりとします。  

指定管理者の行う業務の範囲（施設の設置及び管理に関する

条例）  

ア  施設の日常的な管理運営に関する業務  

イ  施設の小規模修繕、設備の小規模修繕、設備の保守管理

等施設を適正に維持するための業務  

ウ  施設の使用許可に関する業務  

エ  自主事業の企画及び実施に関する業務  

 

（５）指定管理料  

   指定管理業務が適正に執行されているならば、指定管理料に余剰が生

じても、それは経営努力として評価することができます。  

   指定管理料は修繕費や減免利用者分の利用料金を除き、原則として精

算を行わないことから、業務の実施に必要な経費に過不足が生じること

がないよう、人件費等の直接経費だけではなく、本社経費等の間接経費

についても施設の規模や特性に応じて、積算を行います。  

   ただし、新設の施設においては、初年度の光熱水費等の維持管理経費

や施設利用者等についての予測が困難なため、初年度は、全ての項目を

精算の対象にするとともに、次年度の協定に必要な修正を加えるものと

します。  

   また、指定管理者と協議し、精算について個別に基本協定書で定める

ことは差し支えありません。  

   指定期間中に、事業計画の変更、自然災害の発生、法令等の変更その

他やむを得ない事由により当初合意された指定管理料を見直す必要性が
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があると認められる場合は、指定管理者との協議により、これを変更で

きるものとし、その旨を基本協定書に明記します。  

   また、事業の縮小や業務の不履行等があった場合や、指定取消し等を

した場合は、市は必要に応じて、指定管理料の全部又は一部を返還させ

るものとします。  

 

（６）利用料金制  

   指定管理者による自主的な経営努力の実現、市会計事務の負担軽減

を図るため、施設の使用料等を指定管理者の収入とする利用料金制を

積極的に活用することとします。  

   利用料金収入の増加や経費の節減等など、指定管理者の経営努力に

より生み出された剰余金は原則として精算による返還を求めず、逆に、

利用料金収入などが減少した場合でも指定管理料による補填は行わな

いため、利用料金制を導入する際には、指定管理者に過大な利益や大幅

な損失が生じることがないよう、利用料金収入の見込みを厳密に行い

ます。  

   ただし、特別な事情（例えば災害の発生や法令等の変更などの指定管

理者によらない外的要因）が生じた場合は、指定管理者と協議し、利用

料金の額の変更など必要な対応を行うことも可能です。  

 

 

 

 

（７）指定の期間  

   指定管理者が運営のノウハウを活用し、一定の成果を得ていくため

には、サービスの継続性や安定性の確保が求められることから、計画

的な管理運営を実現し、最大限に能力を発揮するため、指定管理者の

指定期間は原則５年とします。  

   ただし、次の合理的な理由がある場合には、必要に応じて指定期間

を変更することができるものとします。  

指定期間を変更する理由  

ア  指定期間の短縮  

  施設の廃止や改築又は事業内容の変更等、施設の管理運

営について大幅な見直しが予定されている場合  

イ  指定期間の延長  

  公の施設の目的・実情等を勘案して利用者の利便性や業

務の習熟の面から特別に長期的に安定したサービスが求め

られる場合  

あると認められる場合は、指定管理者との協議により、これを変更でき

るものとし、その旨を基本協定書に明記します。  

   また、事業の縮小や業務の不履行等があった場合や、指定取消し等を

した場合は、市は必要に応じて、指定管理料の全部又は一部を返還させ

るものとします。  

 

（６）利用料金制  

   指定管理者による自主的な経営努力の実現、市会計事務の負担軽減を

図るため、施設の使用料等を指定管理者の収入とする利用料金制を積極

的に活用することとします。  

   利用料金収入の増加や経費の節減等など、指定管理者の経営努力によ

り生み出された剰余金は原則として精算による返還を求めず、逆に、利

用料金収入などが減少した場合でも指定管理料による補填は行わないた

め、利用料金制を導入する際には、指定管理者に過大な利益や大幅な損

失が生じることがないよう、利用料金収入の見込みを厳密に行います。  

   ただし、特に収益性が高いと想定される施設については、予め双方の

協議に基づき協定に定めることで、一定の額を市に納入させることがで

きます。  

   また、特別な事情（例えば災害等の発生、著しい経済状況の変化、法

令等の変更などの指定管理者によらない外的要因）が生じた場合は、指

定管理者と協議し、利用料金の額の変更など必要な対応を行うことも可

能です。  

 

（７）指定の期間  

   民間事業者等の有するノウハウを活用し、一定の成果を得ていくため

には、指定管理者による計画的な管理運営を実現し、最大限に能力を発

揮できるようにサービスの継続性や安定性の確保が求められます。  

   また、指定管理者の指定期間については、施設の性質等を考慮した適

切な期間の設定が必要となります。  

   そのため、以下のとおり施設の性質等に応じた指定管理者の指定期間

を設定します。  

施設区分  指定期間  

新規導入施設  原則３年  

貸館業務に加え、市民サービスの提供を主に行う施設  原則５年  

公共事業 (※ )の提供を主に行う施設  原則１０年  

    ※公共事業のうち、その運営費用等を国給付等により直接賄う事業

は除く。  

   また、次のとおり合理的な理由がある場合は、必要に応じて指定期間
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（８）指定管理者審査委員会  

   施設の設置目的等に応じて定める審査項目に基づき審査を行い、施

設の管理を行わせるのに最も適当と認める団体を優先交渉権者として

選定するために、指定管理者審査委員会を設置します。指定管理者審査

委員会の委員には外部有識者や公募市民を加えることで、選定の公平

性を確保します。  

   また、指定管理者審査委員会の会議は、具体的な団体の技術情報や信

用情報が審議の内容に含まれること、審査委員の率直な意見交換又は

意思決定の中立性が損なわれないようにすることから非公開とする場

合がありますが、審査結果は速やかに公表し、全ての申請団体に通知す

るなど、透明性の確保を図ることとします。  

   ただし、指定管理者審査委員会で選定された団体は候補者としての

優先交渉権者であり、市との協議が整った後に、指定管理者の候補者と

なります。指定管理者の候補者は、議会の議決を経て正式に指定管理者

として指定されることとなります。  

 

（９）審査項目  

   審査項目は各施設所管課で作成し、指定管理者審査委員会で決定す

ることとします。審査項目は単に価格だけでなく、利用者の利便性、申

請団体の組織の安定性、施設の管理体制、危機管理の対応策、企業倫理

の取組等も重要な基準となります。  

   また、より良い管理運営を促すため、次期選定に際して現指定管理者

が応募した場合に、これまでの管理運営実績を加減点評価として選定

評価に反映できることとします。ただし、実績評価の反映は、引き続き

管理運営を希望する団体には意欲向上となる反面、他の事業者の参入

意欲を減退させ、競争性を阻害する可能性があることにも十分に留意

します。  

選定の基準（手続等条例第４条第１項）  

ア  市民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られる

ものであること。  

イ  事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するもの

を変更することができるものとします。  

  ア  民営化、廃止を予定する施設や大規模な改修を予定する施設、他施

設と一体的な管理を予定する施設  

  イ  地域や市民団体等との関係の維持・構築の重要性が極めて高く、職

員育成等の組織的な専門性の蓄積に長期間が必要となる施設  

  ウ  一定の収益を見込む施設で中長期的な経営が必要な施設  

 

（８）指定管理者審査委員会  

   施設の設置目的等に応じて定める審査項目に基づき審査を行い、施設

の管理を行わせるのに最も適当と認める団体を優先交渉権者として選定

するために、指定管理者審査委員会を設置します。指定管理者審査委員

会の委員には外部有識者や公募市民を加えることで、選定の公平性を確

保します。  

   また、指定管理者審査委員会の会議は、具体的な団体の技術情報や信

用情報が審議の内容に含まれること、審査委員の率直な意見交換又は意

思決定の中立性が損なわれないようにすることから非公開とする場合が

ありますが、審査結果は速やかに公表し、全ての申請団体に通知するな

ど、透明性の確保を図ることとします。  

   ただし、指定管理者審査委員会で選定された団体は候補者としての優

先交渉権者であり、市との協議が整った後に、指定管理者の候補者とな

ります。指定管理者の候補者は、議会の議決を経て正式に指定管理者と

して指定されることとなります。  

 

（９）審査項目  

   指定管理者の選定方法等については、手続等条例第４条第１項におい

て以下のとおり選定の基準が規定されています。  

  ア  市民の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものである

こと。  

  イ  事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであるこ

と。  

  ウ  事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経

費の縮減が図られるものであること。  

  エ  事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の

規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。  

  オ  その他市長等が必要と認める事項  

   選定の基準となる審査項目については、指定管理制度が単なる価格競

争でないことを踏まえ、利用者の利便性、申請団体の組織の安定性、施

設の管理体制、危機管理の対応策、企業倫理の取組等が重要な基準にな

るとともに、新たな市民サービスの提案も重要な視点となります。  
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であること。  

ウ  事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理並びに管

理に係る経費の縮減が図られるものであること。  

エ  事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その

他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見

込みがあること。  

オ  その他市長等が必要と認める事項  

 

 

 

 

（１０）個人情報の保護  

   日進市個人情報保護条例において、指定管理者に公の施設の管理を

行わせる場合についても当該指定管理者に対し、保有個人情報の漏え

い、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理について

必要な措置を講じなければならないことを規定しています。  

   この規定に基づき、指定管理者が個人情報の保護に関する必要な措

置を講じる必要がありますので、基本協定書に規定します。  

   なお、指定管理者が管理する施設の業務に従事している者又は従事

していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を漏らした場合に

は、日進市個人情報保護条例に規定する罰則が適用されます。  

 

 

（１１）情報の公開  

   日進市情報公開条例において、指定管理者は公の施設の管理を行う

にあたって保有する情報の公開に努めるものとすることや、指定管理

者が管理する施設に関する文書等の情報であって、施設所管課が保有

し て い な い も の に つ い て も 閲 覧 や 写 し の 交 付 等 の 申 出 が あ っ た とき

は、指定管理者に対し、当該情報を提出するよう求めるものと規定して

います。  

   この規定に基づき、指定管理者が情報公開に関する必要な措置を講

じる必要がありますので、基本協定書に規定します。  

   また、指定管理者の公募等に関する文書について開示請求があった

場合には、選定された団体（候補者）の提案書等について公開すること

を原則としますが、公募に対して提出された内容に、事業者のノウハウ

が含まれているものもあるため、事業者の競争力の保持及び積極的参

入の確保という観点から、適切な保護が必要な場合があります。  

   このため、指定管理者の公募等に関する文書については、開示請求が

   また、現指定管理者が次期選定に応募する場合は、他の事業者の参入

意欲を減退させ、競争性を阻害することがないように管理運営の実績評

価を反映するなど、公平性のある選定評価に十分に留意します。  

   審査項目の設定については、各施設所管課が作成し、指定管理者審査

委員会で決定します。また、審査項目の配点については、貸館業務に加

え、市民サービスの提供を主に行う施設については、価格や施設の管理

体制、新たな市民サービスの提案を重視した配点を行い、公共事業の提

供を主に行う施設については、利用者の利便性や危機管理の対応策を重

視した配点を行うなど、施設の性質等に考慮した配点を行うものとしま

す。  

 

（１０）個人情報の保護  

   個人情報の保護に関する法律において、指定管理者に公の施設の管理

を行わせる場合についても当該指定管理者に対し、保有個人情報の漏え

い、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要

かつ適切な措置を講じなければならないことが規定されています。  

   この規定に基づき、指定管理者が講じる措置について、基本協定書に

規定します。  

   なお、指定管理者が管理する施設の業務に従事している者又は従事し

ていた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を漏らした場合には、

個人情報の保護に関する法律に規定されている罰則が適用されます。（令

和５年４月１日から）  

 

（１１）情報の公開  

   日進市情報公開条例において、指定管理者は公の施設の管理を行うに

あたって保有する情報の公開に努めるものとすることや、指定管理者が

管理する施設に関する文書等の情報であって、施設所管課が保有してい

ないものについても閲覧や写しの交付等の申出があったときは、指定管

理者に対し、当該情報を提出するよう求めるものと規定しています。  

   この規定に基づき、指定管理者が情報公開に関する必要な措置を講じ

る必要がありますので、基本協定書に規定します。  

   また、指定管理者の公募等に関する文書について開示請求があった場

合には、選定された団体（候補者）の提案書等について公開することを

原則としますが、公募に対して提出された内容に、事業者のノウハウが

含まれているものもあるため、事業者の競争力の保持及び積極的参入の

確保という観点から、適切な保護が必要な場合があります。  

   このため、指定管理者の公募等に関する文書については、開示請求が

あった段階で、候補者に対して日進市情報公開条例に基づく第三者に対

する意見書提出の機会の付与等を行い、独自に保有するノウハウに該当
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あった段階で、候補者に対して日進市情報公開条例に基づく第三者に

対する意見書提出の機会の付与等を行い、独自に保有するノウハウに

該当するため非公開とすることを希望する開示範囲については非公開

とすることができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するため非公開とすることを希望する開示範囲については非公開とする

ことができます。  
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４  指定管理者制度導入までの手続  

 

（１）施設の設置及び管理に関する条例の制定・一部改正  

   指定管理者制度の導入にあたって、次の事項について当該施設の設

置及び管理に関する条例で定めます。  

施設の設置及び管理に関する条例の制定・一部改正の内容（地

方自治法第２４４条の２第４項関係）  

ア  指定の手続  

  申請の方法や選定の基準等指定に関して必要な事項を定め

ます。  

イ  管理の基準  

  休館日、開館時間、使用制限の要件等のほか、管理を通じ

て取得した個人に関する情報の取扱い等、当該公の施設の適

正な管理の観点から必要不可欠な業務運営の基本的事項を定

めます。  

ウ  業務の範囲  

  指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を

定めます。  

  必要に応じて施設利用の許可まで含めるのかどうかを含

め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や利用の態様等

に応じて定めます。  

   アの「指定の手続」に関しては、市の共通手続として、手続等条例に

おいて規定します。  

   イの「管理の基準」とウの「業務の範囲」については、施設の設置及

び管理に関する条例の制定又は一部改正により対応することとなりま

す。  

   ただし、個人情報の取扱い等全施設に共通する事項は、手続等条例に

おいて規定します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  指定管理者制度導入までの手続  

 

（１）施設の設置及び管理に関する条例の制定・一部改正  

   指定管理者制度の導入にあたって、次の事項について当該施設の設置

及び管理に関する条例で定めます。  

施設の設置及び管理に関する条例の制定・一部改正の内容（地

方自治法第２４４条の２第４項関係）  

ア  指定の手続  

  申請の方法や選定の基準等指定に関して必要な事項を定め

ます。  

イ  管理の基準  

  休館日、開館時間、使用制限の要件等のほか、管理を通じ

て取得した個人に関する情報の取扱い等、当該公の施設の適

正な管理の観点から必要不可欠な業務運営の基本的事項を定

めます。  

ウ  業務の範囲  

  指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を

定めます。  

  必要 に応 じ て施 設利 用の 許 可ま で含 める の かど うか を含

め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や利用の態様等

に応じて定めます。  

   アの「指定の手続」に関しては、市の共通手続として、手続等条例に

おいて規定します。  

   イの「管理の基準」とウの「業務の範囲」については、施設の設置及

び管理に関する条例の制定又は一部改正により対応することとなりま

す。  

   ただし、個人情報の取扱い等全施設に共通する事項は、手続等条例に

おいて規定します。  

   なお、検証の結果、利用率や稼働率が低い場合や民間事業者と競合す

る事業を実施している場合等においては、設置目的等を優先した上で、

最大限施設の有効活用が図られるよう、必要な条例改正等を検討するも

のとします。  

 

（２）指定期間の更新におけるＰＦＩ等の導入  

   本市においては、ＰＦＩ等の導入に向けて、「ＰＰＰ／ＰＦＩガイドラ

イン」やその手引きなどを策定し、あらたな運営手法の導入に向けた環

境整備を図っていきます。  

   指定期間の更新にあたっては、過去の実績を踏まえながらも、従前の
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（２）公募の手続  

   募集（選定）要領及び業務仕様書は、各施設所管課において作成しま

す。  

   公募にあたっては、市ホームページ、広報紙など幅広い広報手段を活

用し、公募期間中の早い時期に説明会を開催します。公募期間は、施設

の規模や内容を勘案して個別に判断することとしますが、最低でも１

か月は確保することとします。公募期間中に寄せられた質問に対する

回答は公表し、公平性と透明性を確保するよう努めます。  

   申請書を受け付ける際は、直接各施設所管課への持参を原則としま

す。これは、申請書を受け付ける際に必要書類や記載事項を申請者立会

いにより確認するためです。  

 

 

   募集期間内に申請がない場合は、原則として再募集を行います。その

際、新たな情報を提供するなど積極的に周知を行うように努めます。  

   なお、再募集にもかかわらず申請が無い場合は、当面直営とするか、

適当な団体を任意に指定することとします。  

 

（３）指定管理者審査委員会による審査  

   申請書類等に基づき、選定基準を満たしている者の中から最適な団

体を優先交渉権者として選定し、すべての申請団体に結果を通知及び

公表します。なお、欠格条件に該当する者及び選定基準を満たさない者

サービスありきではなく、市民サービスのさらなる向上につながるよう

な提案を求めていく必要があります。  

   そのため、指定管理施設の更新時は、新たな指定期間の開始前の３～

４年前に、ＰＦＩ等の新たな運営手法や施設の業務範囲等について検証

するものとします。検証の結果、新たな運営手法を導入する場合は、方

針を定め、サウンディング調査（マーケットサウンディング）を実施し、

事業の適用性を判断します。  

   また、サウンディング調査を行う際には、施設等の課題点の洗い出し

や新たなサービスの掘り起こしなど、必ず業務改善につながる調査を実

施します。  

   新たな運営手法や施設の業務範囲等における有効性が判断された場合

は、必要に応じて、実施方針法令の制定等を行い、民間事業者の選定等、

具体的な導入手続きを進めていくものとします。  

   なお、ＰＦＩ等の詳細については、国が示す「ＰＦＩ事業実施プロセ

スに関するガイドライン」、「文教施設におけるコンセッション事業に関

する導入の手引き」等を参照してください。  

 

（３）公募の手続  

   募集（選定）要領及び業務仕様書は、企画政策課及び財務政策課と協

議の上、各施設所管課において作成します。  

   公募にあたっては、市ホームページ、広報紙など幅広い広報手段を活

用し、公募期間中の早い時期に説明会を開催します。公募期間は、施設

の規模や内容を勘案して個別に判断することとしますが、最低でも１か

月は確保することとします。公募期間中に寄せられた質問に対する回答

は公表し、公平性と透明性を確保するよう努めます。  

   申請書を受け付ける際は、直接各施設所管課への持参を原則とします。

これは、申請書を受け付ける際に必要書類や記載事項を申請者立会いに

より確認するためです。  

   ただし、事業所が遠方である等、やむを得ない場合は郵送等での提出

を可能とします。  

   募集期間内に申請がない場合は、原則として再募集を行います。その

際、新たな情報を提供するなど積極的に周知を行うように努めます。  

   なお、再募集にもかかわらず申請が無い場合は、当面直営とするか、

適当な団体を任意に指定することとします。  

 

（４）指定管理者審査委員会による審査  

   申請書類等に基づき、選定基準を満たしている者の中から最適な団体

を優先交渉権者として選定し、すべての申請団体に結果を通知及び公表

します。なお、欠格条件に該当する者及び選定基準を満たさない者につ
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については失格とします。  

   また、審査委員が申請団体と利害関係を有する場合など、公正な選定

の妨げになる可能性がある場合は、審査に参加できないこととします。 

 

（４）議会の議決  

   指定管理者の指定にあたっては、次の項目について議会の議決が必

要です。また、同時に債務負担行為の設定をします。  

指定議案の内容（平成１５年７月１７日付け総行行第８７号

総務省自治行政局長通知から記載）  

ア  指定管理者が管理を行う公の施設の名称  

イ  指定管理者となる団体の名称   

ウ  指定の期間  

エ  その他（指定管理者の所在、指定管理者の概要等）  

 

（５）協定書の締結  

   指定管理者審査委員会で選定された団体は、市との協議後、議会の議

決を経て正式に指定管理者となります。議会の議決後はすみやかに指

定管理者として指定するものとし、その旨を告示します。  

   指定後、市と指定管理者は基本的事項を定める基本協定書を締結し

ます。指定管理料の額や支払い方法などの細目的事項については、別に

年度協定書を締結します。  

基本協定書で定める事項（手続等条例第７条第２項）  

ア  指定期間に関する事項  

イ  事業計画に関する事項  

ウ  利用料金に関する事項  

エ  業務報告及び事業報告に関する事項  

オ  本市が支払うべき管理費用に関する事項  

カ  指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項  

キ  管理の業務を行うにあたって知り得た個人情報の取扱い

に関する事項  

ク  その他市長が必要と認める事項  

 

 

 

 

 

 

 

いては失格とします。  

   また、審査委員が申請団体と利害関係を有する場合など、公正な選定

の妨げになる可能性がある場合は、審査に参加できないこととします。  

 

（５）議会の議決  

   指定管理者の指定にあたっては、次の項目について議会の議決が必要

です。また、同時に債務負担行為の設定をします。  

指定議案の内容（平成１５年７月１７日付け総行行第８７号

総務省自治行政局長通知から記載）  

ア  指定管理者が管理を行う公の施設の名称  

イ  指定管理者となる団体の名称  

ウ  指定の期間  

エ  その他（指定管理者の所在、指定管理者の概要等）  

 

（６）協定書の締結  

   指定管理者審査委員会で選定された団体は、市との協議後、議会の議

決を経て正式に指定管理者となります。議会の議決後はすみやかに指定

管理者として指定するものとし、その旨を告示します。  

   指定後、市と指定管理者は基本的事項を定める基本協定書を締結しま

す。指定管理料の額や支払い方法などの細目的事項については、別に年

度協定書を締結します。  

基本協定書で定める事項（手続等条例第７条第２項）  

ア  指定期間に関する事項  

イ  事業計画に関する事項  

ウ  利用料金に関する事項  

エ  業務報告及び事業報告に関する事項  

オ  本市が支払うべき管理費用に関する事項  

カ  指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項  

キ  管理の業務を行うにあたって知り得た個人情報の取扱い

に関する事項  

ク  その他市長が必要と認める事項  
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５  指定管理者に対するモニタリング  

 

  指定管理者制度を適切に運用していくため、指定管理者による管理の

状況を継続的に把握、評価し、その結果に基づき施設の管理運営を改善し

ていくことが重要です。  

  そこで、指定管理者による公共サービスの履行に関して、協定書等に従

い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか、また、安定的、

継 続 的 に サ ー ビ ス を 提 供 す る こ と が 可 能 で あ る か ど う か に つ い て の 確

認・評価を行い、その内容等の公表を行うとともに、必要に応じ改善に向

けた指導・助言を行って、管理運営の継続が適当でない等と認めるときは

指定の取消し等、必要な措置を講じます。  

 

（１）管理運営状況等の把握  

   指定管理者に対して事業報告書等を提出させ、施設の利用状況や管

理運営の状況及び収支状況を確認するとともに、定期・不定期に実地調

査を実施します。また、利用者等の要望や苦情を受け付ける仕組みを整

備するほか、アンケート等の実施により当該施設に係る市民ニーズの

把握を行います。  

   これらの結果を踏まえ、必要に応じて指定管理者に対し指導等を行

います。  

 

（２）指定管理業務の評価・公表  

   実地調査の結果や指定管理者から提出された報告書等に基づき、毎

年度、指定管理業務についての評価を行います。なお、評価結果につい

ては、市のホームページに掲載し、公表します。  

 

（３）指定の取消し、業務の全部又は一部の停止  

   モニタリングの結果、指定管理者が市の要求する業務の基準を満た

していないと判断した場合には、指定管理者に必要な改善措置を講じ

るよう指示を行います。それでも改善が見られない場合や市の指示に

従わない場合には、指定の取消しや業務の全部又は一部の停止命令等

の必要な措置を講じます。  

 

 

 

 

 

 

 

５  指定管理者に対するモニタリング  

 

  指定管理者制度を適切に運用していくため、指定管理者による管理の状

況を継続的に把握、評価し、その結果に基づき施設の管理運営を改善して

いくことが重要です。  

  そこで、指定管理者による公共サービスの履行に関して、協定書等に従

い、適切かつ確実なサービスの提供が確保されているか、また、安定的、

継続的にサービスを提供することが可能であるかどうかについての確認・

評価を行い、その内容等の公表を行うとともに、必要に応じ改善に向けた

指導・助言を行って、管理運営の継続が適当でない等と認めるときは指定

の取消し等、必要な措置を講じます。  

 

（１）管理運営状況等の把握  

   指定管理者に対して事業報告書等を提出させ、施設の利用状況や管理

運営の状況及び収支状況を確認するとともに、定期・不定期に実地調査

を実施します。また、利用者等の要望や苦情を受け付ける仕組みを整備

するほか、アンケート等の実施により当該施設に係る市民ニーズの把握

を行います。  

   これらの結果を踏まえ、必要に応じて指定管理者に対し指導等を行い

ます。  

 

（２）指定管理業務の評価・公表  

   実地調査の結果や指定管理者から提出された報告書等に基づき、毎年

度、指定管理業務についての評価を行います。なお、評価結果について

は、市のホームページに掲載し、公表します。  

 

（３）指定の取消し、業務の全部又は一部の停止  

   モニタリングの結果、指定管理者が市の要求する業務の基準を満たし

ていないと判断した場合には、指定管理者に必要な改善措置を講じるよ

う指示を行います。それでも改善が見られない場合や市の指示に従わな

い場合には、指定の取消しや業務の全部又は一部の停止命令等の必要な

措置を講じます。  
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６  指定管理者制度に係る基本的なスケジュール  

 

  指定管理者制度の導入及び指定管理者の事業評価の事務処理の標準的

な流れは、次のとおりです。  

 

（１）指定管理者制度の導入  

凡例：☆各施設所管課  ○企画政策課  □指定管理者  

月  スケジュール  

指

定

管

理

業

務

開

始

前  

 

 

 

 

 

 

 

 

前年

度３

月ま

で  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆指定管理者制度導入の方針、指定管理業務の範囲及

び管理の基準等の検討  

○指定管理業務検討会議  

 ・指定管理者制度の導入の可否  

 ・指定管理業務の範囲、管理の基準、募集方法及び

指定期間等に関する事項の検討  

☆指定管理者制度導入の決定及び指定管理業務の範

囲、管理の基準、募集方法、指定期間等に関する事

項の決定  

４月  

５月  

☆募集（選定）要領、業務仕様書、審査項目の作成  

（※公募の場合は募集要領、非公募の場合は選定要領

となります。）  

○審査要領の作成  

○指定管理業務検討会議  

 ・募集（選定）要領、業務仕様書、審査要領の検討  

☆施設の設置及び管理に関する条例、施行規則の制

定・改正準備  

（※新規指定管理者制度導入施設又は事業内容等の

改正を要する施設のみ）  

 

 

 

６  指定管理者制度に係る基本的なスケジュール  

 

  指定管理者制度の導入及び指定管理者の事業評価の事務処理の標準的な

流れは、次のとおりです。  

 

（１）指定管理者制度の導入  

月  
スケジュール  

凡例：☆各施設所管課  ○企画政策課  □指定管理者  

指
定
管
理
業
務
開
始
前 

３ 、 ４

年  

前から  

前年度  

まで  

☆ＰＦＩ等の新たな運営手法等や施設の業務範囲等を

検討し、サウンディング調査を実施  

○指定管理業務検討会議  

 ・新たな運営手法等や業務範囲等の導入の可否  

 ・サウンディング調査の報告  

☆新たに指定管理者制度を導入する施設のほか、新た

な運営手法等や業務範囲等を導入する施設の基本的

な方針を決定  

前年度  

３月  

まで  

☆新たな指定管理者制度の導入のほか、新たな運営手

法等や業務範囲等の方針を決定  

○指定管理業務検討会議  

 ・指定管理者制度の導入の可否  

 ・指定管理業務の範囲、管理の基準、募集方法及び指

定期間等に関する事項の検討  

☆ 指 定 管 理 者 制 度 導 入 の 決 定 及 び 指 定 管 理 業 務 の 範

囲、管理の基準、募集方法、指定期間等に関する事項

の決定  

４月  

５月  

☆募集（選定）要領、業務仕様書、審査項目の作成  

（※公募の場合は募集要領、非公募の場合は選定要領

となります。）  

○審査要領の作成  

○指定管理業務検討会議  

 ・募集（選定）要領、業務仕様書、審査要領の検討  

☆施設の設置及び管理に関する条例、施行規則の制定・

改正準備  

 （※新規指定管理者制度導入施設又は事業内容等の

改正を要する施設のみ）  
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６月  

☆議会  

（※新規指定管理者制度導入施設又は事業内容等の

改正を要する施設のみ）  

 ・施設の設置及び管理に関する条例制定・改正  

☆施行規則の制定・改正  

（※新規指定管理者制度導入施設又は事業内容等の

改正を要する施設のみ）  

７月  

○指定管理者審査委員会  

 ・指定管理者の審査に係る諮問  

 ・施設の概要説明（現地見学）  

 ・募集（選定）要領、業務仕様書、審査要領の決定  

８月  

９月  

○指定管理者の募集を非公募とする場合、非公募の理

由の公表  

☆市ホームページ、広報紙などにて指定管理者の募集  

☆現地説明会の開催  

☆質問の受付及び回答作成  

☆回答の公表（市ホームページ）  

☆申請書受付  

☆提出書類の確認  

10 月  

11 月  

○指定管理者審査委員会  

 ・書類審査及びヒアリング審査の実施  

 ・優先交渉権者の選定  

○審査結果の公表（市ホームページ）  

☆優先交渉権者と協定内容や事前準備について協議  

☆指定議案及び債務負担行為の準備  

12 月  
☆議会  

 ・指定議案、債務負担行為の設定の議決  

１月  

☆指定の通知  

☆指定の告示  

☆基本協定書作成  

☆指定管理者との協議、協定内容の合意  

☆指定管理者と基本協定の締結（年度内に締結するこ

と）  

３月  
☆指定管理者と年度協定書の内容協議  

☆年度協定書の作成  

６月  

☆議会  

 （※新規指定管理者制度導入施設又は事業内容等の

改正を要する施設のみ）  

 ・施設の設置及び管理に関する条例制定・改正  

☆施行規則の制定・改正  

 （※新規指定管理者制度導入施設又は事業内容等の

改正を要する施設のみ）  

７月  

○指定管理者審査委員会  

 ・指定管理者の審査に係る諮問  

 ・施設の概要説明（現地見学）  

 ・募集（選定）要領、業務仕様書、審査要領の決定  

８月  

９月  

○指定管理者の募集を非公募とする場合、非公募の理

由の公表  

☆市ホームページ、広報紙などにて指定管理者の募集  

☆現地説明会の開催  

☆質問の受付及び回答作成  

☆回答の公表（市ホームページ）  

☆申請書受付  

☆提出書類の確認  

10 月  

11 月  

○指定管理者審査委員会  

 ・書類審査及びヒアリング審査の実施  

 ・優先交渉権者の選定  

○審査結果の公表（市ホームページ）  

☆優先交渉権者と協定内容や事前準備について協議  

☆指定議案及び債務負担行為の準備  

12 月  
☆議会  

 ・指定議案、債務負担行為の設定の議決  

１月  

☆指定の通知  

☆指定の告示  

☆基本協定書作成  

☆指定管理者との協議、協定内容の合意  

☆指定管理者と基本協定の締結（年度内に締結するこ

と）  

３月  
☆指定管理者と年度協定書の内容協議  

☆年度協定書の作成  
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指

定

開

始  

翌年

度４

月か

ら  

 

☆指定管理者と年度協定書の締結（毎年度４月１日） 

□指定管理者による業務の開始  

   ※状況に応じて、指定議案及び債務負担行為の設定を１２月議会前

に諮る場合もあります。  

 

（２）指定管理者の事業評価  

凡例：☆各施設所管課  ○企画政策課  □指定管理者  

月  スケジュール  

指

定

開

始

後  

４月  

□年次事業評価書（自己評価）の提出（指定管理者か

ら施設所管課へ）  

☆報告書類の点検、実地検査、モニタリングの実施、

評価  

５月  
☆年次事業評価書（内部評価）の提出（施設所管課か

ら企画政策課へ）  

６月  
○指定管理業務検討会議  

・年次事業評価（内部評価）の検討  

７月  

○指定管理者審査委員会  

・年次事業評価の決定（第三者評価）  

○評価結果の公表（市ホームページ）  

   ※新規指定管理者制度導入施設の場合は、２年目から評価を行いま

す。  

 

指
定
開
始 

翌年度  

４月  

から  

☆指定管理者と年度協定書の締結（毎年度４月１日）  

□指定管理者による業務の開始  

    ※状況に応じて、指定議案及び債務負担行為の設定を１２月議会前

に諮る場合もあります。  

 

（２）指定管理者の事業評価  

月  
スケジュール  

凡例：☆各施設所管課  ○企画政策課  □指定管理者  

指
定
開
始
後 

４月  

□年次事業評価書（自己評価）の提出（指定管理者から

施設所管課へ）  

☆報告書類の点検、実地検査、モニタリングの実施、評

価  

５月  
☆年次事業評価書（内部評価）の提出（施設所管課から

企画政策課へ）  

６月  
○指定管理業務検討会議  

 ・年次事業評価（内部評価）の検討  

７月  

○指定管理者審査委員会  

 ・年次事業評価の決定（第三者評価）  

○評価結果の公表（市ホームページ）  

    ※新規指定管理者制度導入施設の場合は、２年目から評価を行いま

す。  

 

 


